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劇 は じめ に

　本論文 で は 、ノ ン バ ン ク の 利用者で あ る借 り手が

総量規制 に よ っ て どの よ うな 影 響 を受 け た の か に 関

して 継続 した研究 の 結果を報告す る 。

　総量規制 に よ っ て 貸付 に 関する規制 が 強化 さ れ、

無理 な借 り入 れ が 抑制 さ れ るの で あれ ば、総量規制

導 入 後 に お ける 借 り手の 延滞状況 が改善さ れ る 傾 向

が見 られる の で は ない か 。
こ の ような 問題意識 に基

づ い て 、樋 口
・田邉 （2012）お よび樋 口 ・堂下 ・田

邉 （2012）で は、ノ ン バ ン ク利用者の 大量サ ン プル

を用 い た 分析 を展開 した。

　その 結果 は、総 量 規制が 自己破産や多重債務 の 抑

制 に つ なが る こ とに 疑問を投げかけ る もの で あ っ た 。

すなわ ち、  総量規制 で 借入 を制 限 され た の は、取

引履 歴 は長 い が 延滞の 比 較的少な い とい う、む しろ

ノ ン バ ン ク を上 手 に 利用 し て きた 借 り手 で あ っ た こ

と 、   総量 規制導入後の 借 り手の 延 滞率は、む しろ

高ま っ て きて お り状況 が 改善 した とは い え な い こ と

が明らか とな っ た の で あ る。そ れ らの 研究で は、総

量規制 に よっ て 意図 さ れ た、多重債務 や 自己破産 の

抑制 に つ なが る 状況 を観察す る こ とが で きな か っ た

の で あ る。

　総量規制の 導入 か ら さ ら に 時間が 経 過 し、樋 口 ・

田 邉 （2012）お よ び 樋 口
・
堂下

・
田邉 （2012） よ り

も長期の 観察 に 基 づ く分析が 可 能 に な っ て い る。ま
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た、時間の 経過 と と もに 借 り手の 状況に何らか の 新

しい 変化が 発 生 した こ と も考え られ る 。そ れ に 加え

て 、以前 の 研究 に お い て は 十分 に 検証 し きれ な か っ

た 部分 に つ い て も引き続 き分析を行 わ な け れ ば な ら

ない 。

　以上 の 関心 に 基 づ い て 、本論文 に お い て は 次の こ

と を中心 に 行 う。すな わ ち、既存研究 と 同 じ枠組 み

を用 い て さらに 長期 間 に お け る 分析 を 行 うこ と と、

こ れ まで の 研究 に お い て は 十分 に 検証 で きて い た と

は い えない 、延滞状況や 延滞回数 に 関す る 統計的 な

分析 を行 うこ とで ある。

　以 下、ま ず は既存研究を振 り返 り、明らか と なっ

て きた こ とを概観す る。次 に、本研究 に おける 分析

の 枠組み と変数 に つ い て 説明す る 。続い て 分析結果

を示 し、それ に対す る 考察 を 加える とい う順序 で進

め て い く。

覊1研究背景お よび既存研究

　総量規制 が 実施 さ れ て 2013 年で約 3 年が 経 過 す

る こ とに な る。将来 の 消費者信用市場 を決定 づ け る

重要な 規制 で あ る と い え る が 、そ の 後の 市場 の 状況

変化 に つ い て 十分 な検証は 行 わ れ て い る だろ うか。

　まず 、 わ れ わ れ の 研 究 の 先行 と な る 樋 口 ・田 邉

（2012）の 結果 を確認 して お く。 同研究にお い て は 、

規制 に よ り借入 を制 限 され た借 り手 と、規 制 の 影響

を受けて い な い 借 り手との 間 で の 属 性 の 比較 お よび、

規制導入後の 延滞率 の 推移を分析 し て い る。そ の 結

果示唆され た こ と は、総量規制 は、そ れ が 目指す多

重 債務 や 自己 破 産 の 減 少 に は貢献で きて い ない の で

は な い か とい う疑問 で あ る 。

　同 研究で は、借 り手 の 属性 に つ い て 、  年収 、 

2010 年 6 月 まで の 取引年数、  過 去 の 延滞 回 数 の 3

属性 に つ い て 集計 を行 っ た 。

　そ の 結果、総量規制 の 影響 で 借入 を 制 限 され た 借

り手 に は い くつ か の 特 徴 が あ る こ とが 示 さ れ た 。 す

な わ ち、  年収が低 い こ と、  ノ ン バ ン ク と長 い 取

引年数が ある こ と、  過 去の 延滞 回 数が 少ない こ と

で ある。こ れ ら の属性 か ら浮かび 上がる 借 り手 の 像

は、少 な い 収 入 を ノ ン バ ン ク か らの 借入 に よ り対処

し て きて い た比較的優良な借 り手で あ り、そ れ が 総
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量規制に よ り借入が で きな くな っ た こ とを示 して い

る と 同研究で は 指摘 され て い る。

　延滞率 の 推移 を 全 体的 に 見 る と、総量規制導入 時

の 2010 年 6 月 か ら少 しずつ 上 昇す る 傾 向が 示 さ れ

た。 上記 の よ うな属性 を持 つ 借 り手が、借入を制限

され た こ と に よ り、延滞 が 徐 々 に 増 え て きて い る と

考 え られ る傾向は、樋 口 ・
堂下

・
田邉 （2012）に お

い て、さ らに観察期間を延 ば して み て も同様に認 め

られ て い る 。

　残 念 な が ら、こ れ らの 結果 を 他 の 研 究 か ら裏付 け

る こ とは 困難で ある。総量規制 の 影響 に 関する 学術

的な関心 か らの 積極的な研究 は 少なく、樋 口 ・田邉・

田邉 （2012）以 降、総量規制 に 関 して は、堂下
・内

田 （2012）に ヤ ミ金 融 との 関 連 に つ い て 若干 の 言 及

が あ る ほ か は、規制の影響を分析 した研究を見つ け

る こ とは で きな か っ た 。

　一
方 で 、総量規制 の 導入後 に お ける 自己破産件数

は、一
貫 して 減 少 し続 け て い る事実 もあ る。2010

年 1 月か ら 12月の 】年間の 最高裁集計 に よ る 自己

破産件数 は 約 12 万件 で あ っ た 。 それ が 2011 年 に は

約 10 万件 に まで 減少 し、こ の 減少傾向は 2012 年以

降 も続 い て い る。そ の た め 、一
部 報道 に よ る と、多

重債務問題 は軽減され つ つ あ り、全体 と して総量規

制 の 効果 は 現 れ て い る とい う見方 も さ れ て い る
1｝。

　しか しな が ら、今後の 規制 の あり方を検討す る う

えで、総量規制 の 導入 の 効果 をさ ら に継続 して 検証

しなければ ならない と考える 。 以下で 展開す る分析

に お い て は、樋 口
・堂 下 t田 邉 （2012）お よび 樋 口 ・

田 邉 （2012）の枠組 み で さらに期間を伸 ば した分析

を行 い 、長期間に お け る 分析結果 を まとめ て い くこ

とに す る。

麟 仮説 と分析

　本分析 は、分析結果を比較可能 に す る 目的 もある

た め、既存研究で ある 樋 口
・田 邉 （2012）お よ び樋 口・

堂下 ・田 邉 （2012） と 同様 の 枠組 み に お い て 行 う
2｝。

すな わ ち、総量規制が 意図 した 成 果 をあげて い る の

で あれ ば 、 借 り手の 状況は改善 して い っ て い る はず

で あ る。借 り手 の 状況が改善 した とい う事実 は、無

理 な 借入 が 抑制 され た こ とに よ る 延滞状況 の 改善 と
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して 捉 え る こ とが で きる と考え られ る た め 、具体的

に は 次 の 仮説 を テ ス トす る。

仮説 ：総量規制の 導入 時で あ る 2010 年 6 月の 前後

　　　で 借 り手 の 延滞状況 は改善 して い る

　分析 に お い て 、借 り手の 状況の 中で 特 に 延 滞率と

延滞回数に着目す る理 由は、借入 を制 限 され た こ と

に よ り借 り手 の 状況が改善されたか否かは、それら

に最 も顕著 に現れ る と考えられ る か らで あ る 。 総量

規制 が 狙 い 通 りの 効果 を もた ら して い る の な ら、延

滞率や延滞回数は低下す る傾向が見ら れ る と考え ら

れ る。

3 ．1．分析 の 枠組みおよび分析方法

　 ノ ン バ ン ク か らの 資金の 借 り手の うち、総量規制

の 基準に よ り借入が制限され た 借 り手 と、総量規制

の 影響を受け る こ とがなか っ た 借 り手 の 比較が 基本

的な枠組 み で あ る 。具体的 な検討項目 は、  延滞率

の 分析 、 す な わ ち 借 り手の 延滞の 状況を時系列 で 見

て い く分析 、  延滞回 数 の 分析、すなわち総量規制

の 導入前後 の 借 り手の 延滞回数 の 分布 を比較す る分

析 で 構成され る 。

　また 、 本研究 に お い て も、借 り手の 中で特に個人

事業主 に 注 目 し、個別 に 集計 して 同様 の 枠組 み で 分

析 を行 っ た。 個人事業主 は、「収入 が 低 く、預貯 金

もな い 」や 「突発資金 ニ
ーズ の 発生が 多い 」とい っ

た 傾 向が 強 く
3）
、総量規制の 影響 を 顕著 に 受け る 可

能性が高 い と考 えられ、個別 に集計す る こ とに よ り

全体集計 とは異 なる 何 らか の 発見 につ な が る期待が

で きる か らで あ る。

（1 ）延滞率 の 分析

　　総量 規制 の 導入後に お け る借 り手の 延滞率の

　状況 を、時系列 で 比較 し なが ら 追 っ て い く分析

　 で あ る 。

　　具体 的 に は、総量規 制 に よ っ て 借入 を制限され

　 た 顧客群 と、そ うで な い 顧客群 と を 分割 し、両

　者 の 延滞率 の 推移 を 時系列 で 比 較す る。

（2 ）延滞回数 の 分析

　　 総 量 規 制 導 入 前後 に お い て 、借 り手 の 延 滞回

　 数の 状況 を比較す る 分析 で あ る。

　　具体 的 に は、総 量 規 制 の 導 入 前後 の 同 期 間 に

　 お い て、借 り手 の 延滞 回 数 の 状 況を比較す る も

、癒塰鵝 躑の 彫 響 広欝 するffffhLE）7：

　 の で あ る 。

　 こ れ らの 分析 に よ り、 総量規制 に よ り借入 を制限

す る こ とが 、借 り手 の 状況 の 改善 に つ なが っ て い る

の か を明 らか に す る こ とが で きる。

3 ．2 ．データおよび変数

　大手 ノ ン バ ン ク 7 社 （消費者 金 融専業お よび ク レ

ジ ッ トカード会社）の 顧客 デ ータベ ース よ り提供 を

受け た デ
ー

タ を使用す る。分析 に あたっ て は 7 社か

ら提供され た す べ て の 顧客デ
ー

タ を合算した 集計値

を用 い 、個社 ご との 傾 向等 は 本研究 で は 扱 わ ない 。

　7 社か ら分析 の 対象 に 該当す る 全顧客 の デ ータが

提供さ れ た た め、個社 ご とに顧客 の サ ン プリ ン グ は

行 っ て い な い 。 後述 の 捕捉期間 や 各種属性の 条件 を

満 た す顧客の 全数 に つ い て 、デ ータの 提供 を受けた 。

集計の 基 と な る顧客 の 数は、最大で約270 万件で あ

り、デ
ー

タ捕捉期間 を通 して 同
一

顧客 の デ
ー

タ で あ

る。

　こ の デ ータ は、本研究の 関心 を 明 らか に す る うえ

で 適切 な データ で あ る と考え ら れ る。データ を提供

した 7 社 は 日本 の ノ ン バ ン ク にお け る主要企業 とい

え、そ れ らの 顧客 デ
ー

タ を大量 に 収集 した 本研究 の

デ
ータ は、日本 の 消費者信用利用者を代表す る顧客

群 で あ る と い える 。また 、提供 を受 け た データ の 顧

客数 の 内訳 に 7 社聞 の 顕著な差異 は な く、全体 の 集

計値 が 特定 の 企 業 の 顧 客 の 性 質 に引 きずられ る危険

は低い 。

（1 ＞デ
ー

タ 捕捉期間

　　分析 の 対象 と な る 期間 は 、 2010 年 5 月末か ら

　 20］1年 12 月 末で あ り、樋 口 ・堂 下 ・田 邉 （2012）

　 に お け る 捕捉期間を さらに 3 ヶ 月伸 ば した もの

　 と な る。こ の 期 間 に つ い て は、以 下 の よ うな 操

　作を行 っ た 。

　　まず、各社が 総量規制を理 由と し て 既存顧客

　の 新規貸付の 継続 ・停止を判断 した月を 「N 月」

　 と定 め、こ の 前後 で デ
ー

タ の 収 集を行 っ た。N

　 月より前 の デ
ー

タ は 1 ヶ 月、N 月後 の データ は N

　月 を含め て 19 ヶ 月、合 計 20 ヶ 月分 の デ
ー

タ を

　収集 した。N 月は各社 に よ っ て 異 な る が、総量

　規制 の 導入時 で あ る 2010 年 6 月 あ る い は 7 月が

　最 も多い 。
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　　次に、各社 の N 月の 相違 を揃える た め の 処理

　を行 い 、最終的 に は N 月の 前後で 同
一

の 期 間 に

　 よ る 合算 が で きる よ う処理 した。例 え ば、2010

　年 6 月が N 月の 企業 と、2010 年 7 月が N 月の 企

　業が ある場合、後者の データ は、2010 年 6 月 か

　ら 2012 年 1 月 ま で の デ ータ を採用 し、1 月 分前

　方 に シ フ トさせ て 前者 の デ
ータ と合 わ せ て い る 。

　 こ の よ う に、N 月 は 実際 に は 個社 ご と に 異な る

　 の で あ る が 、以下 で N 月 に つ い て 言 及 す る 際 は、

　時期 の 明確性 を持 た せ る た め、N 月 を 「2010 年

　6 月」 と記述す る 。

　　　延滞回数 に つ い て は、N 月の 前後 1 年間 を捕

　捉期間と した。すなわち、2009 年 5 月 か ら 2010

　年 5月まで の 12 ヶ 月間 と、2010 年 6 月 か ら 2011

　年 6 月まで の 12 ヶ 月間で あ る 。

（2）母集団

　　総量規制を理 由 とする 貸付継続 の 可否 を基準

　 に、借 り手 の 2 つ の 母集 団 に つ い て デ
ー

タ を 収

　集 した。

　　母集団  ：総量規制 の 影響 を受け、貸付停止

　 され た借 り手

　　貸 し手 で あ る 企業 が 総量規制 の 抵触有無 を 確

　認 した 結果、2010 年 6 月に 新 規貸付停止 （現残

　高 を 割 り込 ん で 貸付枠 の 減枠 ま た は 枠 の 消 滅 〉

　 とな っ た顧客 で あ る。こ の 集団を母集団  と す る 。

　　母集団  ： 総量規制 の 影響 を 受 け ず、継続貸

　付可 能と な っ た借 り手

　　総量規制 の 抵触有無 を 確認 し た 結果、2010 年

　6 月以 降 も同水準 の 額 につ い て貸付維持が 可 能 と

　判 断 さ れ た 借 り手 で あ る。こ の 集 団 を母 集 団  

　 とす る。

（3 ）変数

　　変数 の 種類 お よ び操作化 の 方法は 以 下 の 通 り

　で ある。

  職業 の 状況

　　 借 入 の 際 に 申告 さ れ た 職業 に基 づ き、個人事

　　業主、専業主婦 と その 他給料所得者 の 3 種類 を

　　職業 の 状況 と設定した。

  過去 の 延滞回数

　　 2010 年 6 月以前 の 過去 12 ヶ 月間 と、そ れ 以

　　降 の 12ヶ 月間 の 取引履歴 が ある 借 り手 に つ い
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　て 延滞回数を集計 し た もの で あ る 。 こ こ で い う

　延滞とは、約定支払期 日 まで に 返済が 完了 して

　 い ない 状態の こ と を指す。「0回」、「1 回」、「2 回」、

　「3 回」、「4 〜5 回」、「6 〜7 回」、「8 − 11 回」、「12

　回」の 8 区分 で 集計し て い る。

  2010 年 6 月 以降の 延滞率

　　各社 の 基準 に よ る 月 ご との 延滞率 で あ る。延

　滞率 と は、貸 し手 の あ る期間 に お け る保有債券

　 の うち、月末 の 段 階で 約定支払期 日 まで に 支払

　 い が 行 わ れ て い ない 債権が 何 ％ あ る の か を示す

　値で あ る。

　　月 ご と の 延滞率の 算出 に つ い て は、データ の

　提供を受けた 7 社 それぞれ債権数が異なる ため、

　単純平均 で は な く債権数 を重 み と した 加重平均

　を各月末の 延滞率 と して 求 め た。算出方法は 以

　下 の 通 りで あ る。

延滞率 ＝ （A 社 の 延滞率 × A 社 の 債権 数 ＋ B 社 の

　延滞率 × B 社 の 債権数 ＋ C 社 の 延 滞率 × C 社 の

　債権数＿＿＋ G 社 の 延滞率 xG 社 の 債権数）÷ （A

　社 の 債権数 ＋ B 社 の 債権数 ＋ C 社 の 債権数 ＋ ．．．．．．．

　 ＋ G 社 の 債権数）

麟 分析結果

　以 下、個 人事業 主 お よ び そ の 他 の 借 り手 を含 ん だ

全体集計 に よ る 母集 団  と母集団  の 集計結果 と、

サ ン プ ル 全 体 の 中 か ら個 入事業主 の み を抜 き 出 して

個別集計 した 結果 を順 に示す。集計結果を示す に あ

た っ て 、サ ン プ ル 数をま とめ た 表、実測値 を示 した

表、実測値 に基づ く図は、それぞれ別に用意 した 。

4 ，1 ．延滞率 の 推移

（1 ）全体集計

　総量規制導入後の 延滞率 の 推移を示す と図 1お よ

び 表 】
・
表 3 の よ うに な る 。

　まず、総 量 規制が導入 さ れ た 2010 年 6 月 の 段階

で の 延滞率は、母集団  と母集団  との 間で 1 ポ イ

ン ト未満 （0，6ポ イ ン ト ： 母集団  10．6％、母集団

  10．0％ ）の 差 で あ っ た。母集団  が わずか に リス

ク の 高い 借 り手の 層 で あ っ た こ と が 示 さ れ て い る 。
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こ れが時間 の 経過 と と もに 、ど の よ う に 変化 して

い っ た の か、図 1の 傾向線 の 傾 きか ら読み 取 る こ と

が で きる。

　母集団  および 母集団  と もに 延滞率は緩やか に

上 昇傾向に あ る が、母集団  の 延滞率は、母集団 

の 延滞率の 上 昇に 比 べ て や や 強 い 上 昇傾向 が あ る

こ と が示 されて い る。2010 年 6 月 に 1 ポ イ ン ト未

満 で 始 ま っ た 母 集団  と 母集 団  の 延滞率 の 差 は、

2011 年 12月 に は 1．03 ポ イ ン ト （母集団  11，21％、

母集団  10．18％）に まで 広 が っ た。つ ま り、総量

規制 の 影響 を受けた 借 り手 と、規制 の 影響 を受けな

か っ た 借 り手 の 延滞率 を 比 較 して い っ た場合 、 総量

規制に よ っ て 貸付を停止 され た 借 り手 の 延滞率 の 方

が高ま る 傾向が あ る と い える の で ある 。

（2 ）個人事業 主

　個 人事業主 の 延滞率 の 推移 を 示す と図 2 お よ び 表

2 ・表 3 の 通 りに な る。こ こ で は 延滞率 は、以 下 の

式で 算出 した 。

延滞率　＝　 （A 社 「個人事業主」 の 延 滞率 XA 社

　「個人事業主」 の 債権数 ＋ B 社 「個人事業主」 の

　延滞率 × B 社 「個人事業 主 」の 債権数 ＋ C 社 「

　個 人事業主 」の 延滞率 xC 社 「個 人事業 主 」 の

　債権数 ＿＿＋ G 社 「個人事業主」 の 延滞率 xG

　社 「個人事業主」 の 債権数） ÷ （A 社 「個人事業

　主」 の 債権 数 ＋ B 社 「個人事業 主 」 の 債権数 ＋

　c 社 「個 人事業 主 」の 債権数 ＋ ＿＿ ＋ G 社 「個

　人事業主」 の 債権数）

14，0％

13、o％

12．0％

11，0％

10 ．0％

9．0％
　 　

8・0％ 　

　 　
7．0％
　 　

6．o％

議轟轟轟轟轟轟鴎轟試試試試試鶴轟轟心ベア
　　　　　　　　　　　　 図 1　延滞率の 推移 （サ ン プル 全 体）

18．0％

15，0％

14．o％

12．0％

10．0％

8．D％

判 レ駒個人事業主

一■b 個人事業主

一 線形 〔個 人搴業主〕

一
線形 〔個 人事 業 主 】

6．o％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Pt

試試試議轟轟磚試鴇轟轟轟轟試試試轟磚轟評

　　　　　　　　　　　　 図 2　 延 滞率の 推 移 （個 人事業 主 ）
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表1　 「延滞率の推移 （サン プル 全 体）」の サン プル 数 （単位 ：人）

2010／5 末 2010／6 末 2010／ア朱 2010／8 末 2010！9末 2010／1Q 末 2田 0／11 末 201G〆12 末 2011／01 末 2011／02 末

母 集団  1，669，4581 ，674，8931 ，648，9431 ，621，0581 ，592、6131 、561，4ア71 ，53亅、8151 ，5D1，9611 ，480，6071 ，455，433
母集団  1，399，5851 ．435，4601 ，405，3431 ，383，9161 ，366，1391 、347、7131 ，330，3921 ，305，789 寸，290，6671 ，274．489

2011／03 末 2D11／04末 20τ1／05宋 2011／06末 2011／07末 2011〆08末 2011〆09末 2011／10末 20U ／睡 末 20W12 末

母集団  1，429，8191 ，407，2051 ，387，5851 ，366，1191 ，349，1691 ，331，1491 、314，2671 ，302，9891 ，287，7361 ，267，62巳

母集団  1，25ア，2951 、241，2621 ，227，8フ21 ．212，8361 ，198，5161 ，184，5721 、173，5751 ，166，0501 ．156，0801 ，137、266

表 2　 「延滞率 の推 移 （個 人事 業主 ）」 の サ ンプル 数 （単 位 ：人 ）

2Q10／5束 2010／6 宋 2010／7宋 2010／8末 2010／9末 2010／10末 2010／］1 末 2010／12 末 2011〆01 宋 2011／02 末

母集団  181，223181 ．534178 ，868176 ，076173 ，058169 、599166 ，093162 ，612160 ，005156 ，983

母集団  135，850138 ，239135 ，453133 ，309131 ，462129 ，374127 ，493125 ，359123 ，884122 ，282

2011／03末 2011／04 末 2Q胴／05末 2011／06末 2011／D7末 2011／08末 2011〆09末 2011／10宋 2011／11末 2011／12末

母集団  154，003151 ．556149 ，466147 ，2ひ0145 ，336143 ．383141 ，561139 ，996138 「230136 「301
母 藁 団   12D，391118 ，754117 ，368116 ，027114 ，741113 ．367112 ．184111 ，117110 ，25Q108 、了21

表3　 「各母集団の 延滞率の 推移」お よび 「個人 事業 主 の延滞 率の推 移」の集 計値

　 　 taOMI5）

母 簾 団   　 　 　 　 e．！s
個人第粛奮　　　　116s

母 無 団   　 　 　 　 s．9h
四人 事叢 1 　　　 11訓

C2010／5レ　 〔2010〆力

　 10fis　 　　　 gj覧
　 132k 　　　　 126 覧
　 100 覧　 　　　 88鳬

　 124 、　　　　 1蜜4鶉

【加 10 〆帥　 　UDIO ／9，　 UOIO 〆10〕　 〔20dO’1：）　 〔20嚠O／12／

　 1Z ヨ點　　　　 118 覧　　　　 106、　　　　 131S 　　　　 10 巳鳬
　 15t 、　　　　 1¢丁陥　　　　 136 、　　　　163S 　　　　 139S

　 11鵬 　　　　　101 覧　　　　　臼9、　　　　 114  　　　　　94 丶
　 130 、　　　　 IZ3」　　　　 11践　　　　　141S　　　　 】15、

c2oロレ ロ

　 li舞
　 ilii

エ2o1dil）

　 iili
　 ｛lii

エ2Ollt3）

　 liii
　 楞li

c2o1／t4j

　 ；署i
　 ，｝ii

匸2011ノ劬　　 ｛2Dll／6，
　 1Z9 馬　　　　　1ヨ1、
　 162 」　　　　 16 鋤、
　 1匸ヨ、　　　　113 」
　 13ハ 　　　　　laO、

UOd1．tT レ　 〔2011／S｝
　 Io 日覧　　　　133答
　 14．os　　　　1自暁
　 94S 　　　　lln

　 11．o、　　　　 14 眠

／2e／1ノe）

　 iiil．一
「 τ贋

　 C201V】  　 〔2011月 1〕
　　iL52M 　　　1211Zl

　 　 1459 馬　 　 1601 覧

　 　 999、　　　 1114 」

13日丶　　　 1254 箔　　　13 日e覧

广201Vl2）

　112TS

　 14A＃S
　 1013 騙

　 1239 鮎

　個人事業主 に お い て も 、 母集団  の 延滞率が高く、

総量規制の 導入後に は 母 集団  と母集団  の 延滞率

の 差は拡大傾 向 に あ る。規制が 導入 され た 時点 で は

小 さか っ た両者 の 延滞率 の 差が 、時間の 経過 ととも

に 拡大 して い く傾向 も全 体集計 と同様で あ る。

　個人事業主 に お い て は、総量規制の 導入時点 で の

母集団  と  の 延滞率 の 差 は 1 ポ イ ン ト未 満 （O．8

ポ イ ン ト：母集団  132 ％、母 集 団  12．4％ ）で あっ

た が、2011 年 12 月 の 段階で は、そ の 差 が 2．05 ポ イ

ン ト （母集団  14．44％、母集団  12．39％）に ま で

拡大 して きて い る。

4 ．2 ，延滞回数

（1 ）全体集計

　ま ず、総量規制 が 導入 さ れ る 以 前の 延滞発 生 回

数 （図 3、図 4 、 表 4 〜7）を見る と、母 集団  が

や や 延滞 回 数が 多い 借 り手 で あ っ た 傾向 が 読 み 取

れ る。過去 に 1 回 以上の 延滞をした 借 り手の 割合 を

合計す る と、母集団  と母集団  で そ れ ぞ れ 25．1％、

30，1％ で ある 。 延滞回数が 「0 回 」 と 「12回 」を除

く区 分、す な わ ち 「1 回 」 か ら 「8 回以 上 」 ま で の

すべ て の 区分 に おい て 、母集団  の 値が 母集団  を

上 回 る 結果 と なっ て い る。した が っ て 、総量規制 の

影響 を受けなか っ た 借 り手 の 方が 、過去 の 履 歴 は良

好 とは い え な い 傾 向が 示 さ れ て い る とい え る。

　総量規制が導入 さ れ た 後 の 12 ヶ 月の 状況を見 る

と、母 集 団  に お け る 変化 が 顕著 で あ る 。 規制が 導

入 され る 以 前 は 、12 ヶ 月中延滞回数が 0 回 で あっ

た借 り手 の 割合 は、74，9 ％ か ら規制 の 導入後 12 ヶ

月 で 大きく減少 し 62．0％ に まで 低下 して い る （図 3）。

同 様 に 1 回、2 回 の 割 合 に も変 化 が あ り、こ れ ら は

い ず れ も規制の 導入後 に 上昇 して い る 。

一
方の 母集

団  で は 、規制 の 導入前後 に おける 顕著な変化 は見

られなか っ た （図 4）。

（2 ） 個 人 事業 主

　個入事業主の 延滞発生 回数 （図 5、図 6、表 4 〜7）

に見 られ る 傾向 は、全体 サ ン プル に お ける 傾向 と同

様 で あ る 。 母集団  と比較す る と、母集団  に延滞

回数の 多い 借り手が や や多く含まれ て い る 。

　総量規制 が導入 さ れ た 後 の 12 ヶ 月の 状況 を 見 る

と、個人事業主 に おい て も母集団  に おける 変化 が

顕著 で あ る 。 規制が導入 され る 以 前 は 、 12 ヶ 月中

延 滞 回数が 0 回 で あ っ た 借 り手 の 割合 は、71．8％が

規制 の 導入後 12 ヶ 月で 大 き く減少 し 52．2％ に ま で
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規制前

規制後

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100 ％

■ 0回 　■ 1回 　■ 2回 　■ 3回　■ 4 園以 上 　圏 6回 以 上 　闘 8回 以上 　 鷹 12回

図3　延滞回数の 割合 （サン プル 全体、母集団  ）

規制前

規制後

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

圏 0回　■ 1回　■ 2回　■ 3回　璽 4回以 上 　■ 5回 以上 　凶 8回以 上 　鬮 12回

図4　延 滞回数の 割合 （サ ン プル 全 体、母集 団  ）

表 4　 「各 母 集団 の延滞 回 数の構 成 比 （規 制 導入 前、サ ンプル 全体 ）」 お よび

「個 人事 業主 の 延 滞 回 数 の 構成 比 （規制 導 入前、個 人事 業主 ）」 の サン プル 数

（単位 ： 人）

合計 0 回　　　
11

圍　　　．　　 2 回 13 回 i　 4 回以上 　　．
　　　　　　　　」
6 回 以上 8 回 以上 1

　　112
回

母集団 ．．．．．．」 810．414 　607，D521」」．．．． 76，081137 ，434 ．．L」．」．「． 23，747　−．幽．．i　　 34，486 … 15，273i13 ，201i3 ，140
個入事 業主 92．673

．．」．
66，575 9，832 4，890 3．087 4，712

．．．．．．
　　　　　1、925 1，442

．．．．．．
　　　310

母集団   1、069，171747 ，720 …　　　　　　． 123，396 … 63，321i
　 　 　 　 　 ト

38，883i　　　 5D，400 ！ 22，215i19 ，961L 　． 3，275
個人 事業主 80「53552 ，DO210 ，571　　　　　． 5，47313 ．4D5 一　　　　幽 2，064i1 ，821 ！ 265

表 5　 「各 母集 団 の 延滞 回数 の 構 成比 （規 制導 入前、サ ン プル 全 体 ）」お よび

　 「個人事 業主 の 延滞回数の 構成比 （規制導入前、個人事 業主 ）」の 集 計値

台 計 0回　　 ，　　 1 回 E2 回 … 3回 14 回以 上 ，　 6 回以上 i　 8 回以上 …　　 ｛2回

母桑団  10臨 74．9鮎　1 9．4黠 4．6黔 2、9覧「−− 4．3瓢　　　」」齟 ｝．9覧 1．眺 0．4瓢
個人事業主 100鴨 7庫．8鮎i10 ．6％ 15 ．3剛 3．3』 5．1賑 2，0覧 1 1、5％ 30 ．3覧

母集団   10α％ 69．9粍i11 ．5點i　　　．i5 、9％i3 、6％ 14 ．7矩 2．1覧 i 1．9搬 0．3曳
個人峯 業主 10α垢 64．6鮎 13．1魅

i」
6、B翳

．．．．
4、2覧 6、1覧 2．6覧 2．3脇

　一
〇、3覧

表6　 「延 滞発生 回数 の構 成 比 （規制導 入 後、サ ンプル 全体 ）」 お よび

「図6　延 滞 発生 回数の 構成 比 （規 制導入後、個人事業主 ）」の サン プル 数

（単位 ： 人 ）

合計 0 回　　 i　　 1 回　　 1　　 2 回　　 1　　 3 回　　 1　 4回 以上 　 1　 6 回以上　　i　 8回 以上　　　　 12回
母集団  　T．1旧1圃．ゴ」1 ．ヒ
個 入事業主

1．961，2011 ．215，052　．　　　　　247，149　2

　　　　　】31，196　i　　　　　　92，433　i　　　　　128，亅09　i　　　　　　78，026　1　　　　　　63，757　i

　　　　　　　5，4ア0
18丁，939

・ ヒ．．． ．．．．．i．．．．．．．．．．一．一． ．．．．T1广」「 一．．．．．
　　　98，130　　　　　　　　26，222　　　　　　　　14，900　　　　　　　　10，803　　　　　　　　16．433　　　　　　　　10，903　　　　　　　　　9．828　　　　　　　　　　　720

母集団  　　　　　　r1 ．824，3201 、25鯲 3E 　 2°1・589 ・．．．．＿｝ρZ，−16墅1−．．．一．74・5釁』 ≦　 51・1581　 32・9531　　 2・輯． 凵． 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1−． 一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．． 一 ．一
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低 下 して い る （図 5）。lil亅様 に 1 回、2 回 の 割合 に も

変化があ り、こ れらは規制 の 導入後 に 上 昇 して い る 。

一
方 の 母集団  に お い て は、延滞 回数0 回の 割合の

低 下 が 見 られ る もの の 、母集団  ほ どの 大きな 変化

は 観察 さ れ ない （図 6）。

　延滞率 お よび 延滞回数 の 分析に よ り、以 下 の 傾 向

を読み 取 る こ とが で きる。すなわ ち、  総量親制 の

導入後、延滞率 は 緩 や か に 上 昇 して い る こ と、  親

制の 影響 を受 けた借 り乎 と、受け な か っ た借 り手 と

の 問で 、延 滞率は少 しずつ 乖離し て い っ て い る こ と、

  規制導入前後 に お い て、規制 の 影響 を受 け た 借 り

手の うち延滞回 数 の 少ない 借 り手の 割合 に 変化が 見

ら れ、延滞回数が 悪 化 して い る こ と で あ る。

規制前

規制後

0％ 20％ 40 ％ 60％ 80 ％ 100 ％

■ 0回 nl 回 　■ 2回 　■3回　■ 4回 以 上 　鬮 6回 以 上 　圍 8回 以上 　■ 12回

図 5　延滞回数の 割合 〔個人事業主、母集団  ）

規制前

規制後

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

■ 0回 豐 1回　鯔 2回　凹 3回 薗 4 回以 上 　■ 6 回以 上 　圄 8回以 上 　■ 12回

　 　 　 図 6　 延滞 回数 の 割合 （個 人事 業主、母 集 団  ）

4 ．3．延滞 回数の 差 の 有意 性 に 関 す る分 析

　 こ れ まで の 分析 に お い て 見て きたよ うに、母集 団

  に お け る規制導 入 前後 1年間 の 延 滞 回 数 に は 特 に

顕著な変化 が あ る よ うに 見え る。こ こ で は延滞回 数

の 割合 の 変化 に つ い て 、統計的 に 有意な差が あ る か

テ ス トをす る こ とで 分析結果の 裏付けを 行う。

　こ の よ うな 目 的 に 用 い られ る テ ス ト方法と して 、

まず P 値 に よ る もの が 候補 と し て 考え ら れ る が 、今

回 は サ ン プ ル 数が 非常に大 き くP 値 の 性質 か ら有

意差が 極め て 高い 確率 で 認め られ て し ま う危険が あ
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る 。そ の た め 今 回 の 分析 に お い て は、区間推定 を用

い た 差の 検定 を 行うこ と と した。

　例 えば、延滞 回数 が 0 回 の 借 り手 つ い て い えば、

母集団  に つ い て 規制導入前後の 割合 の 差の 検定 と、

母集団  に つ い て も同様の 検定 を行 う。 こ れ を サ ン

プ ル 全体 と個人事業主 に 対 して 行 うた め、各延滞回

数に つ き計4 の 検定を行 うこ とに な る （図 7）。本

研 究で は、こ の 分析 を延滞回数 0 回か ら 12回まで

の それ ぞ れ の グ ル
ープ に 対 して 行 っ た （表 8 ・表9

にそ の
一
部を示す）。

　延滞 回 数 0 回 に つ い て は 、す べ て の 組．み 合 わ せ で

規制導入前後 の 割合 の 変化 に 有意差 が あ る と い え、

延滞回数 2 回以上 に お い て も母集団   で は有意差が

認め られ る 結果 とな っ た 。 こ の 結果 に より、総量規

制 の 導入前後 】年間で は 母集団  と母集団  と もに

延滞回数0 回の 借 り手が 減少傾向に ある こ と、母集

団  に比 べ 母集団   が 特 に 減少幅が 大 きい こ と、総

量規制 の 導入前後 1 年間で の 減少幅 は 母集団全体 に

比 べ 個 人事業主 が よ り顕 著 に 減少 し て い る こ とが 、

統計的 に 有意 で あ る こ とが 示 さ れ る。

個人 事業主 （母集団  ）

規 制前

規 制後
黙

50．O％ 60．0％ 70．0％

図 7　延滞回 数0回 に 対する 区 間推 定

表 8　区間推 定 （サン プル 全体 、延滞 回数 0〜3回 ）

延滞 ロ　 O ロ

母 集団 1 母割 合
冒

上 限 下 限

夫　　 10 ．7490640 ．0009440 ，7500080 ．74812
箒後 06195450 ．0006フ90 ．6202240 ．618865

母 集団2
夫　 11
夫 制後

母割合

06993460
．687195

　 　 　 上

00008690
．OOD67307002150687867

下 艮

06984760686522

延
世

回 数1回
母 集団 1 母割 合

百
上 限 下限

1前 0．0938790 ．0006350 、D945140 ．093244
規 制後 0．1260190 ．00Q4640 ．1264830 ．125554

母 　　2i
　 II前

f 制後

・割 ム

0115413011050100006060000455
上 限

01160180110956
下 限

01148070110046

正； 口　 2回
1
　　 ・1 圭 1

ム 百
上 限 下

規制前 0．0461910 ．OOO4570 ，0466480 ．045734
夫　100668960000350 ．06フ2460 、066546

　 　 2

規制前

i　 I後

』
粤 AOO592240058745

　 　 　 上

O．oeo44ア

000034100596720059086

下

005877フ
0058404

延滞回 数3回】

母 　団1 割 △ 百
上 下 限

圭制前 0．029302O ，0003670 ．02967O ．028935
規 制後 00471310 ．0002970 ．0474280 、046834

　 　 2
規 瀞 」

規制後

・1 合

003636ア
0040869

冨

00003550000287
上限

OO367220D41156
下限

00360130040582
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表9　区 間推定 （個人事業主、延滞回数0 〜3回）

【延滞 回数 0回】

　 　 1　　　
△

規 11前　 　 　 　 0718386
規制 後　 　 　 　 0522139

　 　 　 上 　 　　 　下

0002896　0721282
0002258 　05243980715490519881

　 団2
規制 li

　
’

1
＄1AO6457070609199　 　 　 上 　 　　 　下

0003303　　064901
0002429 　06116280642403060677

【延滞 ・ 数1回】
1 母害1哈 幅　 　　 　上 限 下 限

夷瀞 10 ．106D930 ．001983 　 0．1080760 、104111
0．1395230 ，001567　 0．141090 ，137957

母　 団2

規制前

母割 合　 　 　 　 昌

　 0131260122417
　 　 　 上

00D2332000163201335920124048
下 限

01289270120785

【延 滞回数2回 】

母集団 1　 　 　 母 割合　 　 　 　 　 　 　 幅

規制前　 　 　 　 0052766

規制後　 　 　 　 0079281

　 　 　 上 限　 　 　 　 　 　 　 下

OOD1439 　00542D6
00D1222 　0080503005132700フ806

母 　 団2
智前

制後

母 1合

00679580067849O．OO17380001252
上 限

00696960069101
下 限

　 0066220
．066597

延 ； ロ 3 ロ

釁　 団 1 母割 合 幅 上 下

規制前 0、033311O ，0011550 ．0344660 ，032155
規制後 0．0574830 ．0010520 ．0585350 ，05643

母　団2
規 制前

規制後

母割 合　 　 　 　 冨

　 0042280048616O．OO1390
．OO1071

上 限

　 0043670D49687
下限

　 0040890047545

飜 発 見された事 実およ び結論

5 ．1．発見 された事実

　 こ れまで に 展開 した 分析結果 に よ っ て 、次の こ と

が 示 され て い る。

　第
一

に、既存研究 にお い て 見 られ た、延滞率が 上

昇す る 傾向が改め て 確認 され た。総量規制導入後 は、

全体的に 延滞率は緩や か に 上昇 して い る 傾向 に ある

が、借入を制限された借 り手 の 方が延滞率 の 上 昇 が

わ ずか に 大 きい
。

こ の 現象が 捕捉期間 を伸 ば して も

確認 で きた の で ある。

　第二 に、延滞 回 数の 比較 に お い て も同様 の 傾向が

顕著 に 見 られ る。規制導入前後 12 ヶ 月の 比 較 に お

い て 、借入 を制 限 され た借 り手の 延滞回数は 明 らか

に 悪化して い る。延滞率 で はわずか に 見 られた だ け

の 差が 、延滞回数 で 見 た場合 は 明確 に 把握 す る こ と

が で きた。

　第三 に、個人事業主 に 特 に 注 目 して み る と、借 入

を制限され た こ とに よ る 延滞率お よび 延滞回数の 悪

化の 傾 向が 際 立 っ て い る こ とが 発見 され た。

　 こ れ ら の 傾向 は 既存研究 と も符合す る こ と か ら、

総量規制の 導入直後 に 生 じた
一

時的 な 傾 向で は な く、

規制 の 導入時 か ら
一
貫して続く傾向 で あ る 可能性 が

高い とい うこ とが で きる 。

5 ．2 ．結論

　本研究で は、樋 口 ・堂下 ・田邉 （2012）お よ び樋

口 ・田邉 （2012）か らデ
ータ捕捉期間 を さ ら に 伸 ば

して 、2010 年 6 月 よ り導入 さ れ た 総量規制 の 影響

に つ い て 、定量 データ に基 づ い た分析 を行っ て きた。

　
一

連の 研究で は、規制が 導入 さ れ て ある 程度 の 期

間 が 経過 し、多重債務問題 を抜本的 に解決す る とい

う総量規制の 目的が 実現 で きて い る か ど うか を判断

す る材料を 提示す る とい う目的 に照 ら し合わ せ 、全

体的な傾向を読 み 取 る 分析 、特 に延滞率や延滞回数

に焦点 を 当て た分析 を行 っ て きた。そ の 結果、総 量

規制、つ ま り自らの 支払能力を超えた借入 を行うこ

と を 制度 的 に抑制す る 方法の 有効性 を裏付 け る こ と

はで きず、規制 の あ り方 に疑問を投げかける 結果 を

改 め て 確認す る こ と と な っ た。

　本論文を含め 、計 3 本の 論文 に お い て は．現状 で

入手 可 能な限 りの 長期間の デ
ー

タ を 用 い て 、総量規

制 の 導入前後 に お け る 延滞率 ・
延滞厠数の 推移 か ら

総 量 規 制 の 影響を見 て い くこ と に よ り、規制の 効果

を検証す る こ と がで きた 。 しか しなが ら 、 今回 の 分

析 の 大部分 は、い ま だ に全 体 の 傾 向 を見 て い くこ と

に とどま っ たとい わ ざる を得ない
。 今後 は、さらに

長期間の デ
ー

タ 収集 を続 ける
一方で 、異 な る 変数や

集計方法の 可能性の 検討や 、延滞状況が 悪化す る メ

カ ニ ズ ム の 解明 も視野 に入 れ た 分析 を行 っ て い く考

えで あ る 。

【注】
1
　 例えば、5 月 27 日付BusinessJournal配信記事「減

　 少す る サ ラ金 の 多重債務問題、くす ぶ る 規制
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2

3

撤廃議論 で 過去 へ 揺 り戻 し懸念も」（http：〃biz−

journal．jp／2013／05〆post＿2181．html）。

そ の ため、変数お よ び分析 に 関す る 記述 の 多 く

は同稿 と共通 で あ る 。

例えば、樋 口
・
堂下

・
田邉 （2012）の 事例 を参照。
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